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カンピロバクター食中毒の発生を低減させるために（報告後の対応） 

 

 平成 16 年７月９日に本委員会から報告を受けた「カンピロバクター食中毒の発生

を低減させるために～正しい理解でおいしく食べる～」について、前回の委員会でも

対応について報告を行ったが、その後下記のような対応を実施したので報告する。 

 

 

１ カンピロバクター食中毒予防リーフレットの作成（別添） 

 

  部   数：消費者向け及び営業者向け 各 20000 部 

  主な配付先：東京都福祉保健局関係事業所（講習会時などでも使用） 

 

 

２ カンピロバクター食中毒予防ビデオの発行 

 

  企  画：（社）東京都食品衛生協会 

  完成予定：平成 16 年度末 

 

 

３ 東京都提供番組「Tokyo Site」での「食中毒にご用心…」の放映 

 

  放映日：平成 16 年 10 月 11 日（月）～15 日（金） 午後 4時 50 分～4時 55 分 

  放映チャンネル：テレビ朝日 

資料８


